
「愛媛県民だより 愛顔のえひめ」広告掲載契約書（案） 

 

 愛媛県（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、「愛媛県民だよ

り 愛顔のえひめ」（以下「広報紙」という。）への広告掲載について、次のとおり契

約を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 乙は、別紙「「愛媛県民だより 愛顔のえひめ」広告掲載要領」及び「「愛媛

県民だより 愛顔のえひめ」広告掲載仕様書」に基づき、甲が発行する広報紙に広

告を掲載し、甲に対し、その対価を支払う。 

（品名及び契約金額等） 

第２条 契約金額、契約期間及び回数等は、次のとおりとする。 

（１）契約金額  

    総額金          円 

    （うち消費税及び地方消費税額金         円） 

    １回当たり金       円 

（２）契約期間及び回数 

   令和５年４月  日から令和６年３月 31 日（令和５年５月号から令和６年４

月号）までの間の 12回とする。 

（３）契約保証金 

   乙は、第１号に定める契約金額総額の 10 分の１に相当する額を契約保証金と

して支払わなければならない。ただし、愛媛県会計規則第 154条に該当する場合

は免除とする。 

（契約金の納付方法） 

第３条 乙は、契約金の納付について、広報紙の広告枠の代金として、第２条（１）

に定める 1 回当たりの金額を、発行日から起算して 30 日以内に、甲の発行する納

入通知書により納付しなければならない。 

２ 乙は、前項で規定する契約金を納付期限までに納入しないときは、当該未支払額

につき、遅延日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に支払

わなければならない。ただし、その額が百円未満である時は、その全額を切り捨て

るものとし、また、その額に百円未満の端数がある時は、その端数の金額を切り捨

てるものとする。 

（協議による契約の解除） 

第４条 甲は、必要があるときは、乙との協議の上、この契約の全部若しくは一部を

解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。 

（甲の解除権） 

第５条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができ

る。 

（１）契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。 

（２）履行期限までに履行の完了の見込みがないとき。 

（３）乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質

的に経営を支配している者が、暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止



等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排

除条例第２条第３号に規定する暴力団員等を含む。）であると認められるとき。 

２ 前項の場合において、乙に損害を生ずることがあっても、甲はその責任を負わな

いものとする。 

（損害賠償） 

第６条 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約に定める事項を履行せず、

甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に賠償しなければならない。 

（権利、義務の譲渡の禁止） 

第７条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、

若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。 

（下請けの禁止） 

第８条 本契約に係る下請けは認めない。ただし、甲の承認を受けた場合はこの限り

ではない。 

（契約の費用等） 

第９条 この契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。 

（秘密の保持） 

第10条 乙は、業務の実施に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

２ 前項の規定は、この契約終了又は解除の後も効力を有する。 

 （個人情報の保護） 

第11条 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報の取扱いについては、別

記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（危険負担） 

第12条 契約締結後、発行日までに甲、乙双方の責めに帰することのできない理由に

より発生した損害については、一切乙の負担とする。 

（定めのない事項） 

第13条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲、

乙協議して定めるものとする。 

 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ

その 1通を所持する。 

 

     令和  年  月  日 

 

                   愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

                甲  愛 媛 県 

                                      知 事  中 村 時 広  

 

 

                    

                乙     

                    



別記 

 

個人情報取扱特記事項 

<甲：愛媛県、乙：受託者> 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らして

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契

約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規

定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知

するものとする。 

 

 （収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

 （適正管理） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

 

 （利用及び提供の制限） 

第５ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り

得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録

された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （再委託の禁止等） 

第７ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。 

２ 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、

甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求

めなければならない。 

当該特記事項については、令和 5 年 4

月 1 日に愛媛県個人情報保護条例が廃

止となることに伴い、改正が予定されて

います。 

改正内容がわかり次第、改めてお知らせ

しますので、ご承知おきください。 



３ 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託

業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。 

 

 （資料等の返還等） 

第８ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録

された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指

示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情

報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するもの

とする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

 （個人情報の運搬） 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報

が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止

するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

 

（実地調査） 

第 10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況につい

て、随時実地に調査することができる。 

 

（指示及び報告等） 

第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保

するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提

出を求めることができる。 

 

 （事故報告） 

第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知った

ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（損害賠償） 

第 13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個

人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたと

きも同様とする。 

 

（契約の解除） 

第 14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契

約の全部又は一部を解除することができる。 


